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平成 21 年９月 29 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル ガ レ ー ジ

代表者名 代表取締役ＣＥＯ   林  郁

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ ・ コ ー ド ４ ８ １ ９ ）

（U R L  h t t p : / / w w w . g a r a g e . c o . j p /）

問い合せ先 取 締 役  経 営 管 理 本 部 長

 櫻 井 光 太

Ｔ Ｅ Ｌ ０ ３ － ５ ４ ６ ５ － ７ ７ ４ ７

 
 

株券電子化に伴う「当社株券等の大量買付行為への対応策 
（買収防衛策）」の一部修正に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成18年９月26日開催の当社第11回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行

為に対する方針（以下｢本方針｣といいます。）の導入につきご承認いただいた後、平成20年９月26

日開催の当社第13回定時株主総会において、その継続についてご承認いただいております。 

この度、平成21年１月５日付けで「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振

替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行されたこと（いわゆる株

券電子化）に伴い、本日開催の取締役会において、本方針の一部を修正する旨を決定いたしまし

た。 

なお、平成20年８月27日付け「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に

関するお知らせ」で公表しておりますとおり、金融商品取引法の改正、その他法令の改正による

法律名及び必要な条項の読み替え、改正箇所の反映等については、当社取締役会において行いう

る旨規定しております。 

具体的な変更内容は別紙のとおりです。 

 

（ご参考） 

・平成 18 年 8 月 28 日付け当社プレスリリース 

「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ」 

http://www.garage.co.jp/ir/pdf/060828_5.pdf 

 

・平成 20 年 8 月 27 日付け当社プレスリリース 

「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」 

http://www.garage.co.jp/ir/pdf/080827_dg_baishu.pdf 
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別紙（平成20年8月27日付け当社プレスリリースより） 

（下線は修正部分を示します。） 
修正前 修正後 

6 頁 5．（2）対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

なお、新株予約権の無償割当てを行う場合、当

社取締役会が定める一定の基準日現在の株主

名簿（実質株主名簿を含む。）に記載または記

録された株主の皆様に割当てを行うこととな

りますので、名義書換未了の株主の皆様に関し

ましては、別途当社取締役会が決定し、公告す

る新株予約権の割当基準日までに、名義書換を

完了していただく必要があります。 

なお、新株予約権の無償割当てを行う場合、当

社取締役会が定める一定の基準日現在の株主

名簿に記録された株主の皆様に割当てを行う

こととなりますので、株主名簿への記録が未了

の株主の皆様に関しましては、別途当社取締役

会が決定し、公告する新株予約権の割当基準日

までに、株主名簿への記録を完了していただく

必要があります。 

別紙 4 1．割当ての対象となる株主および株主に割り当てる新株予約権の数 

当社取締役会で定める基準日における 終の

株主名簿または実質株主名簿に記載または記

録された株主に対し、その所有株式（ただし、

当社の有する当社普通株式を除く。）1株につき

1個の割合で新株予約権の無償割当てをする。

当社取締役会で定める基準日における 終の

株主名簿に記録された株主に対し、その所有株

式（ただし、当社の有する当社普通株式を除

く。）1株につき 1個の割合で新株予約権の無償

割当てをする。 

 
以 上 

 


